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ドーハ開発アジェンダ（ＤＤＡ）交渉 

・ 農業、鉱工業、サービスの自由化のみならず、貿易円滑化、アンチダンピング 
  等のルール策定、強化も含んだ包括的なラウンド。 
 
・ 貿易を通じた途上国の開発が最重要課題の一つ。 

（（参考参考））  これまでのこれまでの主主ななラウンドラウンド交渉交渉  
    ケネディケネディ・・ラウンドラウンド（1964～67） ＥＥＣ（ＥＣＥＥＣ（ＥＣのの前身前身のの一部一部））のの成立成立へのへの対処対処  

     鉱工業品関税の一括引き下げが中心 
    東京東京ラウンドラウンド（1973～79） 米国の国際収支悪化、競争力低下に端を発する保護主義保護主義のの圧力圧力へのへの対処対処  

      補助金やダンピング防止など非関税障壁のルールを追加 
    ウルグアイウルグアイ・・ラウンドラウンド（1986～94） ＮＡＦＴＡや米国の一方的貿易政策への対処 

          新新しいしい分野分野のの拡大拡大（サービス、農業、知的所有権）、 
     高度な自動性を持った紛争処理システムを導入 

  
 
 

１９７３～１９７９ 
東京ラウンド 

１９８６～１９９４ 
ウルグアイ・ラウンド 

  ２００１～       
ドーハ・ラウンド 

鉱工業品 

農業 
サービス 
知的所有権 
紛争処理了解 

補助金 
アンチ・ダンピング 

貿易円滑化 
環境 

74ヵ国 82ヵ国 93ヵ国 150ヵ国 

１９６４～１９６７ 
ケネディ・ラウンド 

１９４７ 
ＧＡＴＴ設立 

23ヵ国 
１ 



ドーハ開発アジェンダの交渉分野 

ウルグアイ・ラウンドで初めて扱われる。今次ラウンドが開発を主要課題に 
据えていることから、途上国の主要輸出品である農産品の扱いが議論されて 
おり、今次ラウンドの中心的課題。 

ＮＡＭＡ 
（非農産品市場アクセス） 

サービス 

農業 

ＧＡＴＴ時代から引き継がれた鉱工業品の自由化交渉。 

ルール 

貿易円滑化 

ＴＲＩＰＳ 
（知的財産権） 

ウルグアイ・ラウンドで初めて取り上げられた。 
外資規制や人の移動、国境を越える取引などの自由化等が目的。 

アンチダンピング（ＡＤ）、補助金、地域貿易協定（ＲＴＡ）の三分野。 

シンガポール・イシュー（投資、貿易円滑化、競争、政府調達の透明性）の４分野のうち 
唯一交渉開始。貿易手続を簡易化することにより、物流が迅速化され、貿易関連コストが 
さがる等貿易関係者全体にメリットをもたらすことを目的とする。 

地理的表示（ＧＩ）の多国間通報登録制度の設立について交渉中。 

貿易と環境 
近年の環境問題の高まりを受けて、今次ラウンドより新しく議論が開始された分野。 
自由貿易と環境条約との関係や、環境物品・サービスの扱いについて議論。 

市場アクセス交渉 

その他の交渉 

 

開発 
途上国に対してWTO協定の義務の免除や、義務の履行につき経過期間を認める 
「特別かつ異なる待遇」（S&D）条項の見直しや、後発開発途上国に対する優遇措置、 

小規模経済が抱える問題への対応等についての検討等を行ってきている。 

２ 



ＷＴＯドーハ・ラウンド交渉の現状 

最終合意 
実務レベルの 

議論再開 
交渉中断 

０６年７月 ０６年１１月 

譲許表等作成 
に向けた 
最終交渉 

批准・ 
国内法整備に 

向けた 
各国準備等 

Ｇ６（注１）非
公式閣僚会
合を開催し
たものの、い
わゆる「三角
形」（農業市
場アクセス、
農業補助金、
非農産品市
場アクセス）
の膠着状態
を打開する
ことができず、
交渉は中断。 

ラミー事務
局長の提案
により、   
交渉グルー
プ毎に実務
レベルの議
論が再開 

 

０７年１月 

交渉の 
本格的再開 

 ＷＴＯ非公式
閣僚会合   
（１月２７日、
ダボス）及び
非公式ＴＮＣ
（注２）     
（１月３１日、
ジュネーブ）
を受け、交渉
が本格的に
再開。 

（注１）Ｇ６ 
日、米、ＥＵ、伯、印、豪 
 
（注２） 
ＴＮＣ：貿易交渉委員会 

モダリティ合意 

農業・ＮＡＭＡのモ
ダリティ（関税削減
率等に関する数字
の入った各国共通
ルール）につき合意 

 

 

●ジュネーブでの交渉会合や主要国間の二国間協議を通じ
て、ブレークスルーを模索する様々な動きが出ている。 

 

 

［参考］主な関連日程 

２００７年 １月２７日  ＷＴＯ非公式閣僚会合（於：スイス・ダボス） 

      １月３１日  ブッシュ大統領、ＴＰＡ更新を議会に要請する旨を表明 

                 ジョハンズ米国農務長官、次期農業法に向けた政府提 
              案を提出          

       ７月１日   米国の大統領貿易促進権限（ＴＰＡ）失効  

２００８年１１月      米国大統領選挙 

３ 



主要論点に関する主要国・グループの立場 

 

米国 
 →高いレベルの削減には市場 
 アクセスでの成果が必要。 
 
米国以外 
 →米国に更なる削減を要求。 

途上国（特に伯、印） 
 →十分な「柔軟性」を 
   （伯は農業次第の面も）。 
 
先進国 
 →高いレベルの削減 
 

 
ＥＵ、日本、印 
 →現実的な削減、 
   十分な「柔軟性」を。 
 
輸出国側（米、伯、豪） 
 →高い野心、 
   少ない「柔軟性」のみ。 
 

３つの論点での 
膠着状態を打開できず、 

０６年７月に交渉は一旦中断。 
再開後もこれらの論点を 

中心に交渉が展開。 

農業 
市場アクセス 
（関税削減等） 

農業 
国内支持 

（農業補助金削減） 
 

 
非農産品市場 

アクセス 
（鉱工業品関税削減） 

 

攻め 攻め 

守り 

守り 守り 

攻め 

 ４ 



多角的貿易体制の発展 
ＧＡＴＴからＷＴＯへ 

 

「ラウンド」と呼ばれる全ての加盟国が 
参加する貿易交渉を通じて、 
貿易自由化をはかることで、 

世界の経済発展・拡大を進める。 

世界経済の発展 

ＷＴＯは、モノの関税率から 
サービス、知的所有権などの 

分野にルールを拡大。 
紛争処理システムにより、 

各国の一方的措置を防止。 

全加盟国に無差別な形で 
関税率等が適用されることは、 
経済の「ブロック化」を防ぎ、 

安定した経済活動を保障している。 

国際経済秩序の維持 「法の支配」の確立 

 ○ 最恵国待遇： 全ての加盟国に同等の貿易条件を与えること。 
 ○ 内国民待遇： 輸入品を国産品と同様に扱うこと。 

ＧＡＴＴ／ＷＴＯの２大原則 

●ＷＴＯを中核とする多角的貿易体制の維持・確保 
●例外としてのＥＰＡ／ＦＴＡ：補完的役割 

我が国の対外経済政策の基本 

５ 



ＷＴＯとＦＴＡ（ＥＰＡ） 

ＷＴＯの優位性 
  ●無差別を原則とするグローバル・ルールの策定 
 
  ●公平性の確保：第三国の介入による恣意的判断の回避 
 
   例：農業補助金、サービス（外資規制）、紛争処理、ルール（ＡＤ等） 

ＦＴＡ（ＥＰＡ）の優位性 

  ●早いスピードの交渉決着 
 
  ●二国間の関心事項の実現 
 
  ●より深い協力関係づくり 
 
   例：特恵的関税引下げ、人の移動、協力 

６ 



（出典：WTO website） 
 http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/summary_e.xls 

発効済の地域貿易協定の数
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